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一
律
定
年
制
の
あ
る
企
業
の
う
ち
、
六
五

歳
以
上
を
定
年
年
齢
と
す
る
企
業
の
割
合
は

一
四
・
五
％
―
―
。
厚
生
労
働
省
が
一
一
月

一
日
に
発
表
し
た
二
○
一
二
年
の
「
就
労
条

件
総
合
調
査
」
で
こ
ん
な
実
態
が
わ
か
っ
た
。

定
年
制
を
定
め
て
い
る
企
業
の
割
合
は
九

二
・
二
％
で
、
前
年
か
ら
○
・
七
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
た
。
調
査
は
常
用
労
働
者
が
三
○
人

以
上
の
民
間
企
業
六
一
二
八
社
を
対
象
に
二

○
一
二
年
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
労
働
時

間
制
度
、
定
年
制
、
賃
金
制
度
な
ど
の
状
況

に
つ
い
て
聞
い
た
も
の
。
四
三
五
五
社
か
ら

回
答
が
あ
り
、
有
効
回
答
率
は
七
一
・
一
％
。

定
年
制
を
定
め
る
企
業
割
合
が
微
減

　

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
定
年
制
を
定
め
て

い
る
企
業
の
割
合
は
九
二
・
二
％
で
、
前
年

か
ら
○
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
う
ち
、

定
年
制
を
一
律
に
定
め
て
い
る
割
合
は
九

八
・
八
％
、
職
種
別
に
定
め
て
い
る
割
合
は

一
・
○
％
だ
っ
た
。

　

一
律
に
定
年
制
を
定
め
て
い
る
企
業
の
う

ち
、
六
五
歳
以
上
を
定
年
年
齢
と
す
る
割
合

は
一
四
・
五
％
だ
っ
た
。
企
業
規
模
別
に
み

る
と
、「
一
○
○
○
人
以
上
」が
三
・
九
％
、「
三

○
○
～
九
九
九
人
」
が
四
・
九
％
、「
一
○
○

～
二
九
九
人
」
が
八
・
五
％
、「
三
○
～
九
九

人
」
が
一
七
・
六
％
と
な
っ
た
。
産
業
別
で

は
、「
医
療
、
福
祉
」
が
四
四
・
○
％
と
も
っ

と
も
高
い
割
合
だ
っ
た
。

　

一
律
定
年
制
を
定
め
て
い
る
企
業
の
う
ち
、

勤
務
延
長
制
度
、再
雇
用
制
度
の「
い
ず
れ
か

を
導
入
」
ま
た
は
「
両
方
導
入
」
し
て
い
る

企
業
の
割
合
は
九
二
・
一
％
と
な
り
、
前
年

を
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
。
制
度
別
に

み
る
と
、「
勤
務
延
長
制
度
の
み
」
の
割
合
は

一
一
・
四
％
、「
再
雇
用
制
度
の
み
」
は
七
一
・

六
％
、「
両
制
度
併
用
」
は
九
・
一
％
だ
っ
た
。

　

一
律
定
年
制
を
定
め
て
お
り
、
勤
務
延
長

制
度
ま
た
は
再
雇
用
制
度
が
あ
る
企
業
の
う

ち
、
最
高
雇
用
年
齢
を
定
め
て
い
る
企
業
の

割
合
は
、
勤
務
延
長
制
度
が
あ
る
企
業
で
は

五
六
・
三
％
、
再
雇
用
制
度
が
あ
る
企
業
で

は
八
○
・
三
％
と
な
っ
た
。
最
高
雇
用
年
齢

を
み
る
と
、「
六
五
歳
以
上
」
と
す
る
企
業
は
、

勤
務
延
長
制
度
が
あ
る
企
業
で
九
四
・
四
％
、

再
雇
用
制
度
が
あ
る
企
業
で
九
三
・
六
％
と

な
っ
た
。

　

制
度
の
適
用
対
象
者
の
範
囲
を
み
る
と
、

勤
務
延
長
制
度
が
あ
る
企
業
で
は
、「
原
則
と

し
て
希
望
者
全
員
」
の
割
合
が
四
九
・
一
％

と
も
っ
と
も
高
か
っ
た
。
一
方
、
再
雇
用
制

度
が
あ
る
企
業
で
は
、「
基
準
に
適
合
す
る
者

全
員
」
が
五
七
・
五
％
と
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。

業
績
評
価
制
度
導
入
企
業
が
減
少

　

二
〇
一
二
年
に
続
い
て
賃
金
の
決
定
要
素

に
つ
い
て
、
調
査
し
た
。
基
本
給
額
の
決
定

要
素
を
み
る
と
、
管
理
職
で
は
「
職
務
・
職

種
な
ど
仕
事
の
内
容
」
が
七
二
・
五
％
（
前

回
七
七
・
一
％
）
と
も
っ
と
も
高
く
、「
職
務

遂
行
能
力
」（
七
○
・
七
％
）
が
こ
れ
に
続
い

た
。
一
方
、
管
理
職
以
外
で
は
、「
職
務
遂
行

能
力
」
が
六
八
・
七
％
（
六
七
・
五
％
）
と

ト
ッ
プ
で
、
次
に
「
職
務
・
職
種
な
ど
仕
事

の
内
容
」
が
六
八
・
二
％
で
続
い
た
。

　

管
理
職
、
管
理
職
以
外
と
も
、
前
回
に
比

べ
て
仕
事
内
容
で
基
本
給
を
決
定
す
る
割
合

は
低
下
し
て
い
る
。

　

賞
与
の
主
な
決
定
要
素
に
つ
い
て
は
、「
業

績
・
成
果
」
を
基
準
と
し
て
い
る
割
合
は
管

理
職
で
五
四
・
一
％
、
管
理
職
以
外
で
五
一
・

○
％
と
、と
も
に
半
数
を
上
回
っ
た
。「
業
績
・

成
果
」
の
内
容
を
み
る
と
、「
短
期
の
個
人
の

業
績
・
成
果
」
の
割
合
が
管
理
職
で
一
七
・

一
％
、
管
理
職
以
外
で
二
七
・
七
％
と
も
っ

と
も
高
く
な
っ
た
。

　

業
績
評
価
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の

割
合
は
三
六
・
三
％（
前
回
調
査
四
五
・
一
％
）、

導
入
し
て
い
な
い
企
業
の
割
合
は
六
三
・

七
％
（
同
五
四
・
九
％
）
で
、
導
入
し
て
い

る
企
業
の
割
合
が
前
回
調
査
比
で
八
・
八
ポ

イ
ン
ト
下
が
っ
た
。
ま
た
、
導
入
し
て
い
な

い
企
業
の
う
ち
、「
導
入
を
予
定
し
て
い
る
」

企
業
割
合
は
四
・
〇
％
、「
導
入
を
検
討
し
て

い
る
」
企
業
割
合
は
二
四
・
七
％
で
、「
導
入

予
定
は
な
く
、
検
討
も
し
て
い
な
い
」
企
業

が
約
七
割
を
占
め
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
が
あ
る
企
業
割

合
が
上
昇

　

休
暇
に
つ
い
て
み
る
と
、
夏
季
休
暇
や
病

気
休
暇
な
ど
の
特
別
休
暇
が
あ
る
企
業
の
割

合
は
五
七
・
五
％
だ
っ
た
。
前
回
調
査
（
二

○
○
七
年
）
ま
で
の
集
計
対
象
だ
っ
た
「
本

社
の
常
用
労
働
者
数
が
三
○
人
以
上
の
民
営

企
業
」
で
集
計
し
な
お
す
と
五
八
・
五
％
と

な
り
、〇
七
年
の
前
回
調
査
（
六
三
・
五
％
）

よ
り
五
・
○
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。

　

特
別
休
暇
の
種
類
を
複
数
回
答
で
聞
い
た

と
こ
ろ
、「
夏
季
休
暇
」が
四
三
・
五
％
と
も
っ

と
も
高
く
、
こ
れ
に
「
病
気
休
暇
」（
二
一
・

八
％
）、「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
」（
一
○
・

九
％
）、「
教
育
訓
練
休
暇
」（
三
・
一
％
）、「
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」（
二
・
五
％
）
が
続
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
に
当
て
は
ま
ら
な
い
「
一
週

間
以
上
の
長
期
の
休
暇
」
を
導
入
す
る
割
合

は
九
・
七
％
だ
っ
た
。

　

二
○
○
七
年
と
の
比
較
で
は
、
他
の
休
暇

制
度
で
割
合
が
低
下
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」
で
は
○
・
二

ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
が
み
ら
れ
た
。
厚
生
労
働

省
は
「
は
っ
き
り
と
し
た
要
因
は
わ
か
ら
な

い
が
、
東
日
本
大
震
災
後
、
復
興
支
援
を
目

的
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
制
度
を
新
設

す
る
企
業
が
増
え
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

年
休
取
得
率
二
年
連
続
で
上
昇

　

二
○
一
一
年
一
年
間
ま
た
は
二
○
一
○
会

計
年
度
の
一
年
間
に
企
業
が
付
与
し
た
年
次

有
給
休
暇
日
数
は
、労
働
者
一
人
平
均
一
八
・

三
日
と
な
り
、
前
年
よ
り
も
○
・
四
日
増
え

た
。
そ
の
う
ち
、
労
働
者
が
年
休
を
取
得
し

た
日
数
は
九
・
○
日
、
取
得
率
は
前
年
比
一
・

二
％
上
昇
の
四
九
・
三
％
と
な
り
、
二
年
連

続
で
前
年
を
上
回
っ
た
。（

調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

就
労
条
件

3

一
四
・
五
％
の
企
業
が
六
五
歳
定
年
制
を
実
施
―
厚
労
省
調
査




